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2．制度利用の申し出 

 

《事務手続きの流れ》 

 

 

① 「受配者指定寄付金連絡票」等の提出 

 「連絡票」（P.11参照）には、学校法人の連絡先や事務担当者名、受配者指定寄付金の振込先となる事業団の指定銀行等

をご記入ください。受配者指定寄付金を送金する際の事業団指定銀行は下記から1行（1法人につき1行）選択してください。

なお、指定銀行は原則として、変更はできません。 

 

〔事業団の指定銀行（預託銀行）〕 

１．みずほ銀行本店 

２．りそな銀行東京公務部 

３．三井住友銀行東京公務部 

４．三菱UFJ銀行東京公務部 

【その他必要な資料】 

・寄付募集の概要等（例：募金趣意書、寄付募集要綱など） 

・前年度決算書（公認会計士または監査法人の監査報告書の写しを添付） 

・学校法人、設置校の概要がわかるもの 

（学校法人等基礎調査の概要等でも可） 

・専修学校の設置課程及び授業時間数が明記された学則等 

（専修学校にかかる寄付金を受配者指定寄付金の対象とする場合のみ提出） 

・経営計画（事業団が別途求める場合のみ） 

 

② 「利用開始のお知らせ」等を送付 

 「連絡票」の提出から概ね２週間で学校法人に対し、「利用開始のお知らせ」とともに振込先銀行名、支店名、口座番号、

振込先口座名、学校法人番号等を印字した「振込依頼書」（Ｐ.13参照）を送付します。「振込依頼書」は、原則として学校法

人から事業団へ振り込む際にご利用ください。 

不特定多数の寄付者（企業等）に「振込依頼書」を配布することは、入金トラブルの原因となりますのでご遠慮ください。 

 

③  企業等法人に対する募金活動開始 

 受配者指定寄付金に係る寄付金の募金活動は、「利用開始のお知らせ」が送付されてから始めてください。なお、募金活動

は事業団では行いませんので学校法人自身で行ってください。 

利用開始後は、募金内容の変更や新規の募金活動開始にあたり、事業団への連絡は原則必要ありません。提出済みの「連

絡票」に変更があった場合は、「変更連絡票」（Ｐ.12参照）をご送付ください。その場合、事業団からの連絡は原則行いませ

んので、引き続き制度のご利用が可能です。 

「振込依頼書」に不足が生じた場合は、お電話等で送付をご依頼ください。 
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受配者指定寄付金連絡票（新規） 記入例 

 

 

・助成業務で付番している６

桁の法人番号を記入してく

ださい（共済業務の学校記

号番号やマイナンバーとは

異なります）。 

・複数の設置学校で制度をご利用の場合

は、書類の送付先を統一してくださ

い。 

・実際に受配者指定寄付金の事務を

担当される方に☑を付けてくださ

い。 

・振込先銀行をリストより選択してくだ

さい（P.10 参照）。 

学校法人の銀行口座ではありませんの

で、注意してください。 



 

12 

受配者指定寄付金変更連絡票 記入例 

 

 

・法人番号や学校法人名が変更

になった際も変更連絡票を提

出してください。 

・振込先銀行は原則として変更は

できません。やむを得ず変更が必

要な場合は、事前にご相談くださ

い。 

・複数の設置学校でご利用の場合

は、書類の送付先を統一してくだ

さい。 

・事務担当者に変更があった

場合は☑を付けてくださ

い。 
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振込依頼書の見本 
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